
１ 北海道総合計画

道では、道民の皆様からの貴重なご意見をもとに、道政の基本指針となる計

画である「北海道総合計画」を平成28年（2016年）3月に策定。この計画

は、策定から10年間（平成28年度～令和7年度）の道政の基本的な方向を総合

的に示すもので、新型コロナウイルス感染症の流行により道民の皆様の生活や

経済に大きな影響が及んだことから、令和３年（2021年）に見直しを行って

いる。

このなかで、都市基盤を支える重要な社会基盤施設である道立都市公園が持

つ既存ストックを有効活用しながら、適切な維持管理を行うことが明記されて

いる。

Ⅸ 「民間活力導入に係る基本的な考え方」に関連した計画

既存ストック：ストック（stock）とは、「在庫、備蓄」の意味であり、「既存
ストック」とは、道路、河川、上下水道、公園、学校、通信施設
などの生活や産業活動を支える基盤整備や公共施設、建物など、
これまでに整備された社会資本のこと。

北海道総合計画（抜粋）
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２ 北海道強靱化計画

国では、東日本大震災などから得られた教訓を踏まえ、事前防災・減災及び迅速

な復旧復興のため、平成25年（2013年）12月、強くしなやかな国民生活の実現

を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法を策定し、大規模自然災害等

に備えて強くしなやかな国づくりを進めている。

道においても、こうした国の動きを踏まえ、国土強靱化基本法第13条に基づく

国土強靱化地域計画として、全国に先駆け平成27年（2015年）3月に「北海道

強靱化計画」を策定し、強靱な地域づくりを推進している。

このなかで、道立都市公園は、災害時における避難場所として活用されることが

明記されている。

北海道強靱化計画（抜粋）
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３ 北海道みどりの基本方針

北海道みどりの基本方針（以下「基本方針」という。）は、道内都市圏におけ

る、緑地の保全や緑化の推進等に係る方向性を示し、関係機関や住民の理解を得

ながら都市の「みどり」の保全や整備、質の向上や有効活用を図って、道民の健

康で文化的な都市生活を確保することを目的としている。

基本方針は、都市緑地法の具体的な運用を示した都市緑地運用方針に基づき定め

た「広域緑地計画」であり、一の市町の区域を越えた広域の見地からの検討によ

り、地域の実情に応じて必要な緑地の保全や緑化の推進の方針が示されている。

基本方針では、道立都市公園の民間活用に関して検討を進める旨が明記されてい

る。

北海道みどりの基本方針（抜粋）
 

 

 

（２）整備方針 

  ④新規公園の整備、既存公園の再整備にあっては、施設の特性や地域の状況等に 

応じて、民間の資金、経営能力や技術能力の活用等による、効率的かつ効果的 

な整備手法（PPP／PFI による民間活用、公募設置管理制度（Park-PFI）によ 

る収益施設の活用等）を検討します。 

 （４）管理運営方針 

  ④施設の特性や地域の状況等によっては、民間活用などの多様な主体による管理 

手法の導入や、ネーミングライツなどの民間資本の活用などによる持続可能な 

管理運営体制を検討し、個性的かつ魅力ある公園づくりを進めていきます。民 

間活用においては、PPP／PFI 制度や公募設置管理制度（Park-PFI）による収 

益施設の活用などの導入の可能性について検討を進めます 
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